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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の対象車両の
走行状態を管理センタ及び前記対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一方であ
る通知対象に通知する交通情報通知システムであって、
　前記対象車両が存在する位置である対象車両位置を特定する車両位置特定部と、
　前記対象車両位置において道路に指定された進行方向を示す通行区分の情報を少なくと
も含む道路情報を取得する道路情報取得部と、
　前記通行区分に対して前記対象車両が走行する方向である走行方向の情報を少なくとも
含むと共に、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方を含む走行情報を取
得する走行情報取得部と、
　前記道路情報と前記走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基づいて、前記対象車
両の前記走行状態が前記逆走状態であるか否かを判定する逆走状態判定部と、
　前記対象車両が前記逆走状態であると判定されている場合に、前記対象車両の前記走行
情報に基づいて予め規定された通知条件を満たす毎に、前記通知対象に前記走行状態を示
す情報である走行状態情報を送信する走行状態情報送信部と、を備え、
　前記走行状態情報送信部は、前記走行速度又は単位時間当たりの前記走行距離が予め規
定された増加量以上増加したことを前記通知条件として、前記対象車両が前記逆走状態で
あることを示す情報を少なくとも含む前記走行状態情報を送信する交通情報通知システム
。
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【請求項２】
　前記対象車両の前記走行情報は、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一
方を含み、前記走行状態情報送信部は、前記対象車両が予め規定された要通知速度以上で
走行する状態で、前回の前記走行状態情報の送信から予め規定された通知時間間隔及び予
め規定された通知距離間隔の少なくとも一方に達したことを前記通知条件として、前記走
行状態情報を送信する請求項１に記載の交通情報通知システム。
【請求項３】
　前記走行状態情報は、更に、前記対象車両位置を示す情報、前記対象車両の走行速度の
情報、及び前記対象車両が走行する車線の情報、の少なくとも一つを含む請求項１又は２
に記載の交通情報通知システム。
【請求項４】
　前記走行状態情報送信部は、前記対象車両がインターチェンジを少なくとも含む高速道
路施設と高速道路の走行路との境界を通過したことを前記通知条件として前記走行状態情
報を送信する請求項１から３の何れか一項に記載の交通情報通知システム。
【請求項５】
　道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の対象車両の
走行状態を管理センタ及び前記対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一方であ
る通知対象に通知する交通情報通知プログラムであって、
　前記対象車両が存在する位置である対象車両位置を特定する車両位置特定機能と、
　前記対象車両位置において道路に指定された進行方向を示す通行区分の情報を少なくと
も含む道路情報を取得する道路情報取得機能と、
　前記通行区分に対して前記対象車両が走行する方向である走行方向の情報を少なくとも
含むと共に、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方を含む走行情報を取
得する走行情報取得機能と、
　前記道路情報と前記走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基づいて、前記車両の
前記走行状態が前記逆走状態であるか否かを判定する逆走状態判定機能と、
　前記車両が前記逆走状態であると判定されている場合に、前記車両の前記走行情報に基
づいて予め規定された通知条件を満たす毎に、前記通知対象に前記走行状態を示す情報で
ある走行状態情報を送信する走行状態情報送信機能と、をコンピュータに実現させ、
　前記走行状態情報送信機能では、前記走行速度又は単位時間当たりの前記走行距離が予
め規定された増加量以上増加したことを前記通知条件として、前記対象車両が前記逆走状
態であることを示す情報を少なくとも含む前記走行状態情報を送信する交通情報通知プロ
グラム。
【請求項６】
　道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の対象車両の
走行状態を管理センタ及び前記対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一方であ
る通知対象に通知する交通情報通知システムを用いた交通情報通知方法であって、
　車両位置特定部が、前記対象車両が存在する位置である対象車両位置を特定する車両位
置特定ステップと、
　道路情報取得部が、前記対象車両位置において道路に指定された進行方向を示す通行区
分の情報を少なくとも含む道路情報を取得する道路情報取得ステップと、
　走行情報取得部が、前記通行区分に対して前記対象車両が走行する方向である走行方向
の情報を少なくとも含むと共に、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方
を含む走行情報を取得する走行情報取得ステップと、
　逆走状態判定部が、前記道路情報と前記走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基
づいて、前記車両の前記走行状態が前記逆走状態であるか否かを判定する逆走状態判定ス
テップと、
　走行状態情報送信部が、前記車両が前記逆走状態であると判定されている場合に、前記
車両の前記走行情報に基づいて予め規定された通知条件を満たす毎に、前記通知対象に前
記走行状態を示す情報である走行状態情報を送信する走行状態情報送信ステップと、を備
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え、
　前記走行状態情報送信ステップでは、前記走行速度又は単位時間当たりの前記走行距離
が予め規定された増加量以上増加したことを前記通知条件として、前記対象車両が前記逆
走状態であることを示す情報を少なくとも含む前記走行状態情報を送信する交通情報通知
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の
対象車両の走行状態を管理センタ及び対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一
方に通知する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路や自動車専用道路など、進行方向が一方向に指定された道路と、一般道路との
接続点であるインターチェンジやランプウェイには、誤進入を抑制するために、通行区分
を示す標識などが設置されている。しかし、ドライバーの見落としや勘違いなどにより、
一般道路への出口となる接続点から車両が誤進入して、高速道路などを逆走する場合があ
る。このように逆走する車両（逆走車両）の存在は、当該逆走車両のみならず、逆走車両
に対向して走行することになる他の車両にとっても好ましいものではない。
【０００３】
　特開２０１０－２１０４３５号公報（特許文献１）には、ナビゲーション装置のマップ
マッチング処理で用いる地図データベース内のリンクの情報を活用し、当該リンクの向き
と自車の走行方向との一致／不一致を判定して、不一致の場合には逆走と判定する技術が
開示されている（第１６段落等）。また、特開２００９－１４０００８号公報（特許文献
２）には、車載装置と地上処理センターとを含む情報提供システムが開示されている。車
載装置は、当該車載装置が搭載された車両の走行軌跡の情報や速度の情報、当該車両が逆
走しているか否かの情報などを地上処理センターにアップリンクすることが可能に構成さ
れている。地上処理センターは、車載装置が搭載された車両や、道路に設置された電光表
示板に逆走車両の存在を報知する（第１３－１５、３２、３３－３４段落、図１、図６等
）。
【０００４】
　このようなシステムは、迅速に有益な情報を提供することができる優れたものであるが
、情報を送信する側の車両が頻繁に地上処理センターなどのサーバー装置へ情報を送ると
、当該車両及びシステム全体の通信負荷や処理負荷が増大する。また、ユーザーが負担す
る通信コストも増大する。近年、高機能携帯電話をはじめとして、電波を利用した広域で
のワイヤレス通信機器の利用が拡大している。通信量の増大による通信不良も発生してお
り、限られた電波を効率良く利用することが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２１０４３５号公報
【特許文献２】特開２００９－１４０００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記背景に鑑みて、逆走状態の対象車両の走行状態を効果的に且つ効率的に対象車両か
ら通知対象に通知する技術の提供が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題に鑑みた本発明に係る交通情報通知システムの特徴構成は、
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　道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の対象車両の
走行状態を管理センタ及び前記対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一方であ
る通知対象に通知する交通情報通知システムであって、
　前記対象車両が存在する位置である対象車両位置を特定する車両位置特定部と、
　前記対象車両位置において道路に指定された進行方向を示す通行区分の情報を少なくと
も含む道路情報を取得する道路情報取得部と、
　前記通行区分に対して前記対象車両が走行する方向である走行方向の情報を少なくとも
含むと共に、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方を含む走行情報を取
得する走行情報取得部と、
　前記道路情報と前記走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基づいて、前記対象車
両の前記走行状態が前記逆走状態であるか否かを判定する逆走状態判定部と、
　前記対象車両が前記逆走状態であると判定されている場合に、前記対象車両の前記走行
情報に基づいて予め規定された通知条件を満たす毎に、前記通知対象に前記走行状態を示
す情報である走行状態情報を送信する走行状態情報送信部と、を備え、
　前記走行状態情報送信部は、前記走行速度又は単位時間当たりの前記走行距離が予め規
定された増加量以上増加したことを前記通知条件として、前記対象車両が前記逆走状態で
あることを示す情報を少なくとも含む前記走行状態情報を送信する点にある。
【０００８】
　この特徴構成によれば、交通情報通知システムは、対象車両が逆走状態であると判定さ
れている場合に常に走行状態情報を送信し続けるのではなく、予め規定された通知条件を
満たす毎に、通知対象に走行状態情報を送信する。つまり、断続的に対象車両から通知対
象に走行状態情報を送信することによって、限られた通信容量を効率良く利用して走行状
態情報を送信することができる。また、断続的に走行状態情報を送る構成であっても、予
め規定された通知条件を満たす毎に、走行状態情報が送信されるので、適切なタイミング
で対象車両から通知対象に効果的に走行状態情報を送信することが可能である。
　また、対象車両の走行速度が予め規定された増加量以上増加する場合や、対象車両の単
位時間当たりの走行距離が予め規定された増加量以上増加する場合には、対象車両が加速
しつつ逆走している可能性が高い。従って、迅速に走行状態情報が送信されることが好ま
しい。この特徴構成によれば、当該条件を満たす場合には、通知条件を満たしたとして走
行状態情報が送信される。
【０００９】
　ここで、本発明に係る交通情報通知システムにおいて、前記対象車両の前記走行情報は
、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方を含み、前記走行状態情報送信
部は、前記対象車両が予め規定された要通知速度以上で走行する状態で、前回の前記走行
状態情報の送信から予め規定された通知時間間隔及び予め規定された通知距離間隔の少な
くとも一方に達したことを前記通知条件として、前記走行状態情報を送信すると好適であ
る。対象車両が要通知速度以上で走行している場合には、対象車両の逆走状態が継続して
いることが想定されるので、適切なタイミングで走行状態情報が送信されることが好まし
い。例えば、前回の走行状態情報の送信から予め規定された通知時間間隔を経過する毎に
走行状態情報を送信すると、無駄な送信を抑制しつつ、適切なタイミングで必要な走行状
態情報を確実に送信することができる。また、例えば、前回の走行状態情報の送信から予
め規定された通知距離間隔を対象車両が走行する毎に走行状態情報を送信すると、対象車
両が対向車両に接近する度合いに応じて、無駄な送信を抑制しつつ、適切なタイミングで
必要な走行状態情報を確実に送信することができる。あるいは、走行速度と走行距離との
双方に基づき、例えば予め規定された通知時間間隔及び予め規定された通知距離間隔の双
方に達する毎に走行状態情報を送信すると、さらに無駄な送信を抑制しつつ、適切なタイ
ミングで必要な走行状態情報を確実に送信することができる。つまり、逆走状態になって
いる対象車両の走行状態を効果的に且つ効率的に対象車両から通知対象に通知することが
可能となる。尚、「対象車両が予め規定された要通知速度以上で走行する状態」は、走行
情報に含まれる走行速度によって判定されても良いし、走行情報に含まれる走行距離とそ
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の間の経過時間とに基づいて演算により求められる速度によって判定されてもよい。
【００１０】
　また、本発明に係る交通情報通知システムにおいて、前記走行状態情報は、更に、前記
対象車両位置を示す情報、前記対象車両の走行速度の情報、及び前記対象車両が走行する
車線の情報、の少なくとも一つを含むと好適である。
【００１１】
　対象車両が逆走状態であるか否かを判定するためには、対象車両が走行している道路及
び走行路が精度良く特定されることが好ましい。また、当該道路や走行路の通行方向の情
報も精度良く整備されていることが好ましい。このような条件は、高速道路や自動車専用
道路などにおいては比較的整っているため、逆走状態を含む走行状態情報は、高速道路な
どにおいて通知されると好適である。さらに、走行する車両の速度も考慮すれば、一般道
路よりも高速道路など、車両が高速で走行する道路において逆走状態を含む走行状態情報
が通知されると好適である。ところで、対象車両がインターチェンジなどの高速道路施設
と高速道路の走行路との境界を通過すると、対象車両は高速道路の走行路に存在していな
いこととなり、精度の高い逆走状態の判定も困難となる可能性や、逆走状態が解消してい
る可能性がある。また、上述したように、走行する車両の速度も考慮すれば、一般道路に
おいては高速道路などと比べて逆走状態を含む走行状態情報の重要性が低くなる。通信の
効率や情報提供の効果を考慮すれば、対象車両が高速道路の走行路に存在していない場合
には、走行状態情報の送信は必ずしも必要ではない。従って、このような場合には、逆走
状態を含む走行状態情報の提供を終了することを通知するために走行状態情報を送信する
と好ましい。１つの態様として、本発明に係る交通情報通知システムの前記走行状態情報
送信部は、前記対象車両がインターチェンジを少なくとも含む高速道路施設と高速道路の
走行路との境界を通過したことを前記通知条件として前記走行状態情報を送信すると好適
である。
【００１２】
　上述した本発明に係る交通情報通知システムの種々の技術的特徴は、交通情報通知プロ
グラムや、交通情報通知方法にも適用可能である。従って、本発明は、そのような交通情
報通知プログラムや、交通情報通知方法も権利の対象とすることができる。例えば、本発
明に係る、交通情報通知プログラムは、上述した交通情報通知システムの特徴を備えた各
種の機能をコンピュータに実行させることが可能である。以下にその代表的な態様を例示
する。当然ながらこのような交通情報通知プログラムも、上述した交通情報通知システム
の作用効果を奏することができる。さらに、交通情報通知システムの好適な態様として例
示した種々の付加的特徴をこの交通情報通知プログラムに組み込むことも可能であり、当
該プログラムはそれぞれの付加的特徴に対応する作用効果も奏することができる。本発明
に係る交通情報通知方法についても同様である。
【００１３】
　その場合における、本発明に係る交通情報通知プログラムの特徴構成は、
　道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の対象車両の
走行状態を管理センタ及び前記対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一方であ
る通知対象に通知する交通情報通知プログラムであって、
　前記対象車両が存在する位置である対象車両位置を特定する車両位置特定機能と、
　前記対象車両位置において道路に指定された進行方向を示す通行区分の情報を少なくと
も含む道路情報を取得する道路情報取得機能と、
　前記通行区分に対して前記対象車両が走行する方向である走行方向の情報を少なくとも
含むと共に、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方を含む走行情報を取
得する走行情報取得機能と、
　前記道路情報と前記走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基づいて、前記車両の
前記走行状態が前記逆走状態であるか否かを判定する逆走状態判定機能と、
　前記車両が前記逆走状態であると判定されている場合に、前記車両の前記走行情報に基
づいて予め規定された通知条件を満たす毎に、前記通知対象に前記走行状態を示す情報で
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ある走行状態情報を送信する走行状態情報送信機能と、をコンピュータに実現させ、
　前記走行状態情報送信機能では、前記走行速度又は単位時間当たりの前記走行距離が予
め規定された増加量以上増加したことを前記通知条件として、前記対象車両が前記逆走状
態であることを示す情報を少なくとも含む前記走行状態情報を送信する点にある。
【００１４】
　また、本発明に係る交通情報通知方法の特徴は、
　道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の対象車両の
走行状態を管理センタ及び前記対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくとも一方であ
る通知対象に通知する交通情報通知システムを用いた交通情報通知方法であって、
　車両位置特定部が、前記対象車両が存在する位置である対象車両位置を特定する車両位
置特定ステップと、
　道路情報取得部が、前記対象車両位置において道路に指定された進行方向を示す通行区
分の情報を少なくとも含む道路情報を取得する道路情報取得ステップと、
　走行情報取得部が、前記通行区分に対して前記対象車両が走行する方向である走行方向
の情報を少なくとも含むと共に、前記対象車両の走行速度及び走行距離の少なくとも一方
を含む走行情報を取得する走行情報取得ステップと、
　逆走状態判定部が、前記道路情報と前記走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基
づいて、前記車両の前記走行状態が前記逆走状態であるか否かを判定する逆走状態判定ス
テップと、
　走行状態情報送信部が、前記車両が前記逆走状態であると判定されている場合に、前記
車両の前記走行情報に基づいて予め規定された通知条件を満たす毎に、前記通知対象に前
記走行状態を示す情報である走行状態情報を送信する走行状態情報送信ステップと、を備
え、
　前記走行状態情報送信ステップでは、前記走行速度又は単位時間当たりの前記走行距離
が予め規定された増加量以上増加したことを前記通知条件として、前記対象車両が前記逆
走状態であることを示す情報を少なくとも含む前記走行状態情報を送信する点にある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】交通情報システムの構成を模式的に示した俯瞰図
【図２】交通情報システム及びナビゲーションシステムの模式的なブロック図
【図３】ナビゲーションシステムの構成を模式的に示すブロック図
【図４】交通情報通知システムによる処理手順の一例を示すフローチャート
【図５】高速道路施設との境界の一例を示す図
【図６】一般道路との境界の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明に係る交通情報通
知システム（通知システム２）を含む交通情報システム１の構成を模式的に示した俯瞰図
である。この交通情報システム１は、渋滞情報や道路の状態の情報、道路を走行中の車両
の走行情報などの種々の交通情報を収集し、車両等に対してその交通情報を提供するシス
テムである。本実施形態では図２に示すように、交通情報システム１は、通知システム２
（交通情報通知システム）と、管理センタ３と、受信システム４（交通情報受信システム
）とを備えて構成される。交通情報は、道路に設置された固定装置や車両（対象車両８０
）に搭載された移動装置を含む通知システム２によって収集され、通知対象としての管理
センタ３に送信される。管理センタ３は、通知システム２から通知された交通情報を収集
すると共に、必要に応じて受信システム４に対して交通情報を送信する。尚、受信システ
ム４及び受信システム４が搭載された車両（対象車両の周辺に存在する周辺車両９０）を
通知対象とし、通知システム２から直接に受信システム４に交通情報が送信されてもよい
。
【００１７】
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　例えば、図１に示す対象車両８０は、車両位置（対象車両位置）や、車両の走行速度、
走行軌跡等の走行状態情報ＤＩをプローブ情報ＰＩとして、管理センタ３に送信可能な通
知システム２を備えて構成されている。このプローブ情報ＰＩは、管理センタ３を介して
交通情報ＴＩとして周辺車両９０に提供される。あるいは、周辺車両９０が対象車両８０
より送信されたプローブ情報ＰＩを直接受信してもよい。また、対象車両８０は、通知シ
ステム２を有すると共に受信システム４を有して構成されていてもよく、周辺車両９０も
、受信システム４を有すると共に通知システム２を有して構成されていてもよい。つまり
、各車両（８０，９０）には、通知システム２及び受信システム４を備えたナビゲーショ
ンシステム５が搭載されていると好適である（図２参照）。
【００１８】
　本実施形態では、対象車両８０は、自車両の走行状態情報ＤＩ、少なくとも逆走状態を
含む走行状態情報ＤＩをプローブ情報ＰＩとして、管理センタ３及び対象車両８０の周辺
に存在する周辺車両９０の少なくとも一方である通知対象に通知する。ここで、逆走状態
とは、道路に指定された進行方向（通行方向）に対して逆方向に走行する状態を示す。図
２に示すように、本実施形態では、通知システム２と受信システム４と経路案内システム
６とを有してナビゲーションシステム５が構成される。これらナビゲーションシステム５
を構成する各システムは、マイクロコンピュータやＤＳＰ（digital signal processor）
やメモリなどのハードウェアと、プログラムやパラメータなどのソフトウェアとの協働に
よって実現される。各システムは複数の機能部を有して構成されるが、各機能部が複数の
システムに共通することを妨げるものではない。図３は、ナビゲーションシステム５の構
成を模式的に示すブロック図である。図３に示す各機能部は、上述したようにハードウェ
アとソフトウェアとの協働によって実現される。尚、本発明の交通情報通知システムを構
成する機能部は、本発明の交通情報通知プログラムにおける“機能”に相当し、本発明の
交通情報通知方法における“ステップ”の実行部に相当する。
【００１９】
　経路案内演算部６１は、ナビゲーションシステム５及び経路案内システム６の中核とな
る機能部であり、ナビゲーションシステム５（又は対象車両８０）の存在する位置（車両
位置）に基づいて、目的地までの経路案内や車両位置における種々の情報提供を実施する
。経路案内演算部６１は、例えば、探索目的地を設定する目的地設定部や、探索開始位置
から探索目的地まで経路探索を行う経路探索部や、探索目的地までの経路案内や車両位置
における種々の情報提供を実施する経路案内情報演算部を備えて構成される（不図示）。
【００２０】
　経路案内演算部６１による案内や情報提供は、例えばユーザーインターフェース部１３
（ユーザーＩ／Ｆ部）を介してモニタ装置５９に提供され、モニタ装置５９からユーザー
に提供される。モニタ装置５９は、スピーカや、タッチパネル等も備えており、ユーザー
に対して音声案内を提供したり、ユーザーからの指示入力を受け付けたりすることも可能
である。例えば、ユーザーによる探索目的地の設定や、探索目的地の種別の変更などの指
示入力は、タッチパネル及びユーザーインターフェース部１３を介して経路案内演算部６
１に伝達される。尚、通知システム２によって送信されるプローブ情報ＰＩや、受信シス
テム４によって受信される交通情報ＴＩも、交通情報取得部４２を介して経路案内演算部
６１に伝達され、モニタ装置５９を介して提供される。
【００２１】
　車両位置特定部１１は、対象車両８０が存在する位置である車両位置（対象車両位置）
を特定する機能部である。つまり、車両位置特定部１１は、経路案内演算部６１が目的地
までの経路案内や車両位置における種々の情報提供を実施するために、対象車両８０の車
両位置を特定する。車両位置特定部１１は、ＧＰＳ受信器５２、方位センサ５３、距離セ
ンサ５４などにより取得された情報を用いて、ＧＰＳ（global positioning system）に
よる測量やデッドレコニング(Dead-Reckoning)による自律制御を利用した演算を実行して
車両位置を特定する。対象車両８０にカメラ５１が搭載されているような場合には、車両
位置特定部１１は、位置精度を高めるために、地物認識機能をさらに付加されていてもよ
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い。即ち、車両位置特定部１１は、車両周辺を撮影した画像データから路面に設けられた
道路標示（ペイント）などの地物を画像認識すると共に、道路地図データベースに格納さ
れた道路表示の位置情報と照合することによって、対象車両８０の車両位置を特定しても
よい。
【００２２】
　道路地図データベース１２（道路地図ＤＢ）は、道路ネットワークの情報が格納された
データベースである。例えば、道路地図データベース１２には、道路間の接続情報（接続
点：ノード、及び、接続点間の道路：リンク）、道路の種別（高速道路、有料道路、国道
、県道等の種別）や、道路の長さ、道路の形状、道路幅、通行区分などの情報が、格納さ
れている。通行区分には、高速道路などにおいて当該道路に指定された通行方向も含まれ
る。また、種々の高速道路施設（サービスエリア、パーキングエリア、インターチェンジ
、ランプ、ジャンクション等）の情報も、道路地図データベース１２に格納されている。
この他、道路地図データベース１２には、道路上や道路周辺に設けられた各種の地物（例
えば、道路標示、道路標識、信号機、標識、陸橋、トンネル等）の情報、すなわち地物情
報が格納されていてもよい。例えば、車両位置特定部１１は、カメラ５１による撮影画像
と、これらの地物情報とを用いて車両位置を特定することができる。
【００２３】
　走行情報取得部２１は、通知システム２が通知する走行状態情報ＤＩ（プローブ情報Ｐ
Ｉ）の元となるデータ（走行情報）を取得する機能部である。例えば、走行情報取得部２
１は、方位センサ５３の検出結果に基づいて対象車両８０の走行方向を取得し、距離セン
サ５４の検出結果に基づいて対象車両８０の走行速度や走行距離を取得する。また、走行
情報取得部２１は、車両位置特定部１１によって特定された車両位置（対象車両位置）も
、走行状態情報ＤＩの元となるデータとして取得する。本実施形態では、通知システム２
として逆走状態であるか否かを判定するために、走行情報取得部２１は、通行区分に対し
て対象車両８０が走行する方向である走行方向の情報を少なくとも含む走行情報を取得す
る。
【００２４】
　道路情報取得部２２は、道路地図データベース１２から道路情報を取得する機能部であ
る。本実施形態では、通知システム２として逆走状態であるか否かを判定するために、道
路情報取得部２２は、車両位置特定部１１によって特定された車両位置において道路に指
定された進行方向を示す通行区分の情報を少なくとも含む道路情報を道路地図データベー
ス１２から取得する。道路情報取得部２２が取得した通行区分の情報は、逆走状態判定部
２３に提供される。
【００２５】
　逆走状態判定部２３は、道路情報と走行情報と予め規定された逆走判定条件とに基づい
て、対象車両８０の走行状態が逆走状態であるか否かを判定する機能部である。逆走判定
条件とは、例えば、対象車両８０の走行方向が道路に指定された進行方向に対して逆方向
であり、対象車両８０の走行速度が予め規定された基準速度以上であることである。この
場合には、逆走状態判定部２３は、道路情報取得部２２から提供された通行区分の情報と
、走行情報取得部２１から提供された走行方向の情報及び走行速度の情報とに基づいて、
当該走行方向が逆走する方向であるか否かを判定する。当然ながら、対象車両８０の走行
方向が道路に指定された進行方向に対して逆方向であることのみを条件としてもよい。こ
の場合には、逆走状態判定部２３は、道路情報取得部２２から提供された通行区分の情報
と、走行情報取得部２１から提供された走行方向の情報とに基づいて、当該走行方向が逆
走する方向であるか否かを判定する。
【００２６】
　走行状態情報生成部２４は、逆走状態であることを示す情報を含む走行状態情報ＤＩ（
プローブ情報ＰＩ）を生成する機能部である。生成された走行状態情報ＤＩは、管理セン
タ３や周辺車両９０などの通知対象９に走行状態情報ＤＩを送信する走行状態情報送信部
２５に伝達される。また、ナビゲーションシステム５の内部において当該走行状態情報Ｄ
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Ｉを活用するために、生成された走行状態情報ＤＩは、交通情報取得部４２にも伝達され
る。交通情報取得部４２については、後述する。
【００２７】
　走行状態情報送信部２５は、通知対象９に走行状態を示す情報である走行状態情報ＤＩ
を送信する機能部である。走行状態情報送信部２５は、対象車両８０が逆走状態であると
判定されている場合に、対象車両８０の走行情報に基づいて予め規定された通知条件を満
たす毎に、走行状態を示す情報である走行状態情報ＤＩを通知対象９に送信する。走行状
態情報送信部２５は、対象車両８０が逆走状態である間は、継続的に逆走状態であること
を送信する。しかし、単純に継続して走行状態情報ＤＩを送信すると、通信負荷やシステ
ムの演算負荷を増大させてしまう。従って、走行状態情報送信部２５は、予め規定された
通知条件を満たす毎に、走行状態情報ＤＩを送信する。
【００２８】
　ここで、通知条件とは、例えば逆走状態であることが未だ通知されていない状態（後述
する“逆走通知フラグ”のステータスが“０”の状態）において、逆走状態判定部２３に
よって逆走状態であると判定された（後述する“逆走状態検知フラグ”のステータスが“
１”となった）こととすることができる（初期通知条件）。この初期通知条件が満たされ
た場合には、当該逆走状態において初回の送信が実行され、後述する“逆走通知フラグ”
のステータスが“１”に変更される。この初回の送信の後は、他の通知条件（継続通知条
件）を満たす毎に走行状態情報ＤＩが送信される。
【００２９】
　例えば、対象車両８０が予め規定された要通知速度ＴｈＶ以上で走行する状態で、前回
の走行状態情報ＤＩの送信から、予め規定された通知時間間隔ＴｈＰＴ以上の時間が経過
したことや、予め規定された通知距離間隔ＴｈＴＤ以上の距離を対象車両８０が走行した
ことが通知条件となる（詳細は、図４のステップ＃１０～＃１２を参照して後述する。）
。上述したように、対象車両８０の走行速度Ｖは、距離センサ５４の検出結果に基づいて
走行情報取得部２１が取得している。この際、走行情報取得部２１は、速度センサとして
も機能する距離センサ５４から直接、走行速度を取得しても良いし、距離センサ５４の検
出結果に基づく走行距離と当該走行距離に対応する走行時間とから走行速度を演算して取
得してもよい。つまり、対象車両８０が予め規定された要通知速度ＴｈＶ以上で走行する
状態は、距離センサ５４などから直接取得された走行速度に基づいて判定されてもよいし
、演算によって取得された走行速度に基づいて判定されてもよい。
【００３０】
　また、走行速度Ｖが予め規定された増加量ＴｈｄＶ以上増加したこと、つまり走行速度
Ｖの増加量ΔＶが規定された増加量ＴｈｄＶ以上となったことを通知条件としてもよい。
この場合も、単位時間当たりの走行距離が予め規定された増加量以上増加したこと、つま
り走行距離の増加量が規定された増加量以上となったことを通知条件とすることと等価で
ある。
【００３１】
　尚、逆走状態である対象車両８０が、インターチェンジから一般道路へ降りた場合や、
サービスエリアやパーキングエリアに入った場合や、その中で停車した場合には、高速道
路の走行路における逆走状態が解消、又は逆走の検知が終了される。このため、逆走状態
であることの通知を終了することを示す走行状態情報ＤＩを通知対象９に送信する必要が
ある。送信する走行状態情報ＤＩは、逆走状態判定部２３の判定結果などに基づいて走行
状態情報生成部２４によって更新されているから、走行状態情報送信部２５は、通知条件
を満たせば、逆走状態であることの通知を終了することを示す走行状態情報ＤＩを送信す
る。この際の通知条件は、例えば、対象車両８０がインターチェンジを少なくとも含む高
速道路施設と高速道路の走行路との境界を通過したこととすると好適である。
【００３２】
　高速道路施設と高速道路の走行路との境界の例を、図５及び図６に示す。図５及び図６
においてブロック矢印は、道路に指定された進行方向Ｙ（Ｙ１～Ｙ３）を示している。Ｙ



(10) JP 5796740 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

１は、高速道路の走行路Ｈ（本線）の進行方向Ｙを示しており、Ｙ２は、サービスエリア
やパーキングエリアなどの高速道路施設Ｆや一般道路Ｒへの走行路Ｈからの誘導路となる
減速車線の進行方向Ｙを示しており、Ｙ３は、高速道路施設Ｆや一般道路Ｒから走行路Ｈ
への誘導路となる加速車線の進行方向Ｙを示している。また、実線矢印Ｚは、対象車両８
０の走行軌跡を示している。
【００３３】
　図５及び図６に示すように、対象車両８０が走行路Ｈ上を逆走状態で走行している場合
、例えば、加速車線の進行方向Ｙ３に対して逆行して、高速道路施設Ｆに進入したり、一
般道路Ｒへ降りたりすることが想定される。１つの態様として、走行路Ｈと加速車線など
の誘導路や接続道路との境を、高速道路施設Ｆと高速道路の走行路Ｈとの境界Ｂ（Ｂ１，
Ｂ４）として規定することができる。あるいは、対象車両８０が誘導路や接続道路上を逆
走している間も、逆走状態であることを通知可能とするために、誘導路や接続道路と高速
道路施設Ｆや一般道路Ｒとの境が、境界Ｂ（Ｂ２，Ｂ５）として規定されてもよい。ある
いは、このような誘導路や接続道路の途中が境界Ｂ（Ｂ３，Ｂ６）として規定されてもよ
い。
【００３４】
　走行状態情報送信部２５は、上述したような“通知条件”を満たす毎に、不図示のアン
テナや変調回路などを有して構成された通信モジュール５８を介して、走行状態情報ＤＩ
を送信する。通信モジュール５８は、走行状態情報ＤＩを送信する送信機として機能する
と共に受信機としても機能する。つまり、通信モジュール５８は、他の車両から送信され
る走行状態情報ＤＩや、管理センタ３から送信される交通情報ＴＩなどを受信し、交通情
報受信部４１に伝達する。交通情報受信部４１は、通信モジュール５８を介して交通情報
ＴＩや他の車両から送信された走行状態情報ＤＩを受信する。
【００３５】
　交通情報取得部４２は、交通情報受信部４１が受信した交通情報ＴＩや他の車両の走行
状態情報ＤＩ、さらに走行状態情報生成部２４が生成した自車両（対象車両８０）の走行
状態情報ＤＩを経路案内演算部６１に伝達する。経路案内演算部６１は、交通情報取得部
４２から受け取った情報の重要度や緊急度に応じ、予め規定されたタイミングでユーザー
インターフェース部１３を介してモニタ装置５９に交通情報ＴＩや走行状態情報ＤＩに基
づく報知情報を出力する。例えば、交通情報ＴＩや走行状態情報ＤＩに自車両や他車両が
逆走状態であるという情報が含まれる場合には、重要度も緊急度も高いので、即時、モニ
タ装置５９を介して表示並びに音声によりユーザーに情報が報知されると好適である。こ
の際、逆走状態にある車両が自車両（対象車両８０）である場合には、速やかに逆走状態
を解消させるべく、自車両が逆走していること、並びに、路肩等へ車を寄せて速やかに停
車すべきことなどを報知すると好適である。また、逆走状態にある車両が他車両である場
合には、前方に注意して走行すること、周辺の他車両の回避行動に対しても充分な対応が
できるように車間距離を多く取るなどの注意喚起の報知を行うと好適である。
【００３６】
　対象車両８０の通知システム２から送信される走行状態情報ＤＩには、少なくとも対象
車両８０が逆走状態であることを示す情報が含まれる。１つの態様として、対象車両８０
が逆走状態であるか否かは、逆走状態検知フラグによって示される。例えば、逆走状態検
知フラグの値が“０”の場合には、対象車両８０は逆走状態ではなく、当該フラグの値が
“１”の場合には、対象車両８０は逆走状態である。また、好ましくは、走行状態情報Ｄ
Ｉには、逆走状態検知フラグの他、対象車両８０の座標（対象車両位置）を示す情報や、
対象車両８０の走行速度の情報が含まれるとよい。例えば、逆走状態であるという情報を
受け取った周辺車両９０は、自車（周辺車両９０）と逆走している車両（逆走車両、ここ
では対象車両８０）とが遭遇する時刻等を推定することが可能となる。そして、自車（周
辺車両９０）の後方に逆走車両が通り過ぎたり、逆走車両の逆走状態が解消されたりする
まで、最寄りのサービスエリアなどに避難することも可能である。対象車両８０の座標を
示す情報は、対象車両位置に限らず、対象車両８０が存在するリンクの情報であってもよ
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い。
【００３７】
　また、走行路が複数の車線を有している場合には、逆走状態であるという情報を受け取
った周辺車両９０がより安全な車線を選択することが可能なように、走行状態情報ＤＩに
逆走車両（対象車両８０）が走行する車線の情報が含まれると好適である。例えば、最寄
りのサービスエリアなどに避難したり、最寄りのインターチェンジから一般道路へ避難し
たりすることができないような位置に逆走車両が存在する場合に、情報を受け取った周辺
車両９０はより安全な車線を選択することが可能となる。
【００３８】
　また、走行状態情報ＤＩは、対象車両８０が逆走を開始した地点の情報を含むと好適で
ある。例えば、管理センタ３は、インターチェンジから逆走を開始したか、サービスエリ
アやパーキングエリアから逆走を開始したか等の情報を集積し、逆走を生じ易い高速道路
施設Ｆを統計的に抽出することが可能となる。そして、当該インターチェンジから高速道
路へ進入する車両や、当該サービスエリアなどから出発する車両などに、進行方向を充分
に確認するような注意を喚起することが可能となる。
【００３９】
　以下、図４のフローチャートを利用して、通知システム２（交通情報通知システム）に
より走行状態情報を通知する処理手順の一例を説明する。ナビゲーションシステム５の車
両位置特定部１１により、対象車両８０が存在する位置である車両位置（対象車両位置）
が特定される（＃１：車両位置特定機能／ステップ）。次に、特定された車両位置におい
て道路に指定された進行方向を示す通行区分の情報を少なくとも含む道路情報が、道路情
報取得部２２により道路地図データベース１２から取得される（＃２：道路情報取得機能
／ステップ）。また、取得された通行区分に対して対象車両８０が走行する方向である走
行方向の情報を少なくとも含む走行情報が、走行情報取得部２１により取得される（＃３
：走行情報取得機能／ステップ）。尚、機能／ステップ＃３において走行情報取得部２１
は、絶対方位で示された走行方向を取得してもよいし、絶対方位と通行区分により規定さ
れた進行方向との角度によって示された走行方向を取得してもよい。あるいは、走行情報
取得部２１は、通行区分に規定された進行方向に対して対象車両８０が進行する方向が正
方向であるか逆方向であるかによって示された走行方向を取得してもよい。また、本実施
形態においては、走行情報取得部２１は、対象車両８０の走行速度Ｖや累積走行距離ＴＤ
も走行情報として取得する（詳細については後述する。）。
【００４０】
　次に、機能／ステップ＃１～＃３において取得された各種の情報と、上述したような予
め規定された逆走判定条件とに基づいて、逆走状態判定部２３により、対象車両８０の走
行状態が逆走状態であるか否かが判定される（＃４：逆走状態判定機能／ステップ）。つ
まり、道路情報と走行情報と逆走判定条件とに基づいて、逆走状態であるか否かが判定さ
れる。逆走状態判定部２３は、対象車両８０が逆走状態であると判定すると、例えばナビ
ゲーションシステム５を構成するマイクロピュータのフラグレジスタ等により実現される
逆走状態検知フラグの値を“１”に設定する（＃５：逆走状態判定機能／ステップ）。既
に、逆走状態であると判定されていた場合には、逆走状態検知フラグの値が“１”から“
１”に再設定される。一方、逆走状態でなないと判定されていた場合には、逆走状態検知
フラグの値が“０”から“１”に変更される。同様に、逆走状態判定部２３は、対象車両
８０が逆走状態ではないと判定すると、逆走状態検知フラグの値を“０”に設定する（＃
２１：逆走状態判定機能／ステップ）。既に、逆走状態であると判定されていた場合には
、逆走状態検知フラグの値が“１”から“０”に変更される。一方、逆走状態でなないと
判定されていた場合には、逆走状態検知フラグの値が“０”から“０”に再設定される。
【００４１】
　走行状態情報生成部２４は、逆走状態であるか否かを示す情報を含み、対象車両８０の
走行状態を示す情報である走行状態情報ＤＩを生成する。好適には、対象車両８０の走行
状態が逆走状態であるか否かに拘わらず、機能／ステップ＃１～＃３において取得された
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各種の情報を用いて走行状態情報が生成されるとよい。走行状態情報ＤＩに、逆走状態検
知フラグが含まれていれば、逆走状態検知フラグの値によって逆走状態を示す情報が付加
される。つまり、逆走状態である場合に、改めて逆走状態であることを示す情報を付加し
て走行状態情報ＤＩを生成する必要はなく、単純に逆走状態検知フラグを走行状態情報Ｄ
Ｉに含めておくだけで、効率的に逆走状態であるか否かを示す情報を含む走行状態情報Ｄ
Ｉが生成される。
【００４２】
　走行状態情報ＤＩを生成する走行状態情報生成機能／ステップは、図４に示すフローチ
ャートとは独立して実行されてもよいし、図４に示すフローチャートの中で１箇所又は複
数箇所で実施されてもよい。例えば、図４には不図示であるが、機能／ステップ＃５の後
に実行されると、機能／ステップ＃１～＃３において取得された各種の情報、及び逆走状
態検知フラグの値を走行状態情報に反映することができて好適である。また、詳細は後述
するが、機能／ステップ＃２１や＃７の後に走行状態情報生成機能／ステップが実行され
ても好適である。
【００４３】
　逆走状態判定部２３により、対象車両８０の走行状態が逆走状態であるか否かが判定さ
れ（＃４）、逆走状態検知フラグの値が判定結果に応じて設定されると（＃５，＃２１）
、走行状態情報送信部２５により、逆走通知フラグの値が判定される（＃６，＃２２：通
知状況判定機能／ステップ）。逆走通知フラグは、逆走状態検知フラグと同様に、例えば
ナビゲーションシステム５を構成するマイクロピュータのフラグレジスタ等により実現さ
れる。逆走通知フラグは、対象車両８０の走行状態が逆走状態であるという情報を含んだ
走行状態情報ＤＩが、同一の逆走状態に対して既に１回以上送信されているか否かを示す
フラグである。換言すれば、機能／ステップ＃６及び＃２２は、機能／ステップ＃４にお
いて逆走状態であると判定された後、初回の走行状態情報ＤＩの送信に至る途上であるか
、２回目以降の送信に至る途上であるかを判定する機能／ステップである。
【００４４】
　逆走通知フラグは、初期値が“０”であり、逆走状態であるという走行状態を含む走行
状態情報ＤＩを送信した後、その値が“１”に設定されるフラグである（＃１４参照）。
従って、機能／ステップ＃６において、逆走通知フラグの値が“１”ではない（“０”で
ある）と判定されると、初回の走行状態情報ＤＩの送信に至る途上であることになる。従
って、逆走状態の発生を速やかに通知するために、走行状態情報送信機能／ステップ＃１
３に移行し、通信モジュール５８を介して通知対象９に走行状態情報ＤＩが送信される。
一方、機能／ステップ＃６において、逆走通知フラグの値が“１”と判定されると、機能
／ステップ＃７～＃１２に例示するような通知条件を満たす毎に、走行状態情報ＤＩが送
信される。以下、機能／ステップ＃７～＃１２について説明する。機能／ステップ＃２２
～＃２４については、機能／ステップ＃７～＃１２の説明の中で適宜説明する。
【００４５】
　上述したように、逆走車両がインターチェンジ（ＩＣ）を通過して一般道路に降りたり
、サービスエリア（ＳＡ）やパーキングエリア（ＰＡ）に進入したりした場合には、通知
システム２は、逆走状態であることの通知を終了する。そこで、走行状態情報送信部２５
により、対象車両８０が、高速道路施設Ｆ（ＩＣ／ＳＡ／ＰＡ）との境界Ｂ（図５及び図
６参照）を通過したか否かが判定される（＃７）。対象車両８０が、境界Ｂを通過した場
合には、逆走状態であることを示す情報の提供を終了する情報を含んだ走行状態情報ＤＩ
が走行状態情報送信部２５により送信される（＃８）。送信される走行状態情報ＤＩには
、通過した境界Ｂに対応する高速道路施設Ｆの情報が含まれると好適である。この走行状
態情報ＤＩは、例えば、走行状態情報生成部２４により、機能／ステップ＃７の後に生成
、又は部分的に変更（終了情報や高速道路施設Ｆの情報の追加など）された走行状態情報
ＤＩであると好適である。尚、この時点では、逆走状態検知フラグの値は逆走を検知して
いることを示す“１”のままでよい。
【００４６】
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　走行状態情報送信部２５は、機能／ステップ＃８において逆走検知の終了を示す情報を
含んだ走行状態情報ＤＩを送信すると、機能／ステップ＃２４において逆走通知フラグの
値を“０”に設定し、機能／ステップ＃１からの一連の処理を繰り返す。対象車両８０は
、高速道路施設Ｆなどとの境界Ｂを通過したことによって、逆走判定条件を満たさなくな
っている。従って、繰り返し実行される一連の処理における機能／ステップ＃４において
逆走状態ではないと判定され、機能／ステップ＃２１において逆走状態検知フラグの値が
“０”に変更される。続いて、機能／ステップ＃２２において逆走通知フラグの値が判定
される。逆走通知フラグの値は、既に前回の一連の処理における機能／ステップ＃２４に
おいて“０”に変更されている。従って、走行状態情報送信部２５は、走行状態情報ＤＩ
を送信することなく、逆走通知フラグの値を“０”に再設定して、機能／ステップ＃１か
らの一連の処理を繰り返す。
【００４７】
　機能／ステップ＃７において、対象車両８０が、高速道路施設Ｆ（ＩＣ／ＳＡ／ＰＡ）
との境界Ｂを通過していないと判定されると、機能／ステップ＃９～＃１２の各通知条件
を満たすか否かが判定される。機能／ステップ＃９においては、走行速度Ｖの増加量ΔＶ
が予め規定された増加量ＴｈｄＶ以上増加したか否かが判定される。走行速度Ｖの増加量
ΔＶが規定された増加量ＴｈｄＶ未満ではない場合（規定された増加量ＴｈｄＶ以上であ
る場合）には、機能／ステップ＃１３に移行して走行状態情報ＤＩが送信される。この走
行状態情報ＤＩは、例えば、走行状態情報生成部２４により機能／ステップ＃５の後に生
成された走行状態情報ＤＩであると好適である。尚、走行速度Ｖの増加量ΔＶに代えて、
単位時間当たりの走行距離が予め規定された増加量以上増加したことを通知条件としても
よい。
【００４８】
　機能／ステップ＃９において走行速度Ｖの増加量ΔＶが規定された増加量ＴｈｄＶ未満
であると判定された場合には、機能／ステップ＃１０に移行して別の通知条件を満たすか
否かが判定される。機能／ステップ＃１０では、対象車両８０の走行速度Ｖが予め規定さ
れた要通知速度ＴｈＶ以上であるか否かが判定される。走行速度Ｖが要通知速度ＴｈＶ未
満である場合には、対象車両８０が対向車に接近する速度も小さくなるので、走行状態情
報ＤＩが送信されることなく、機能／ステップ＃１からの一連の処理が繰り返される。
【００４９】
　尚、上述したように、逆走状態判定機能／ステップ＃４においては、対象車両８０の走
行速度Ｖが予め規定された基準速度以上であるか否かが逆走判定条件として用いられてい
た。１つの態様として、要通知速度ＴｈＶと逆走判定条件における基準速度とが同じ値に
設定されていてもよい。この場合には、既に、逆走状態判定部２３により対象車両８０の
走行速度Ｖが基準速度以上であること、つまり要通知速度ＴｈＶ以上であることが判定さ
れていることになるので、機能／ステップ＃１０を省略することが可能である。当然なが
ら、機能／ステップ＃１０を設ける場合には、逆走判定条件における基準速度よりも高い
速度に要通知速度ＴｈＶが設定されていると好適である。
【００５０】
　機能／ステップ＃１０において、走行速度Ｖが要通知速度ＴｈＶ以上であると判定され
た場合には、前回の走行状態情報ＤＩの送信からの経過時間ＰＴが予め規定された通知時
間間隔ＴｈＰＴ以上であるか否かが判定される（＃１１）。経過時間ＰＴは、例えばナビ
ゲーションシステム５を構成するマイクロピュータのタイマやカウンタなどにより実現さ
れる。経過時間ＰＴが通知時間間隔ＴｈＰＴ未満ではない場合（経過時間ＰＴが通知時間
間隔ＴｈＰＴ以上の場合）には、機能／ステップ＃１３に移行して走行状態情報ＤＩが送
信される。この走行状態情報ＤＩは、例えば、走行状態情報生成部２４により機能／ステ
ップ＃５の後に生成された走行状態情報ＤＩであると好適である。
【００５１】
　一方、機能／ステップ＃１１において、経過時間ＰＴが通知時間間隔ＴｈＰＴ以上では
ない（経過時間ＰＴが通知時間間隔ＴｈＰＴ未満である）と判定された場合には、機能／
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ステップ＃１２において別の通知条件を満たすか否かが判定される。即ち、前回の走行状
態情報の送信からの累積走行距離ＴＤが予め規定された通知距離間隔ＴｈＴＤ以上である
か否かが判定される（＃１２）。累積走行距離ＴＤは、例えばナビゲーションシステム５
を構成するマイクロピュータのカウンタや汎用レジスタや加算器などを利用して、距離セ
ンサ５４の検出結果を積算することによって実現することができる。累積走行距離ＴＤが
通知距離間隔ＴｈＴＤ以上の場合には、機能／ステップ＃１３に移行して走行状態情報Ｄ
Ｉが送信される。この走行状態情報ＤＩは、例えば、走行状態情報生成部２４により機能
／ステップ＃５の後に生成された走行状態情報ＤＩであると好適である。
【００５２】
　機能／ステップ＃１０及び＃１１は、対象車両８０が予め規定された要通知速度ＴｈＶ
以上で走行する状態で、前回の走行状態情報ＤＩの送信からの経過時間ＰＴが、予め規定
された通知時間間隔ＴｈＰＴに達したこと（条件Ａ）を通知条件として走行状態情報ＤＩ
を送信する形態を例示している。また、機能／ステップ＃１０及び＃１２は、対象車両８
０が予め規定された要通知速度ＴｈＶ以上で走行する状態で、前回の走行状態情報ＤＩの
送信からの対象車両８０の累積走行距離ＴＤが、予め規定された通知距離間隔ＴｈＴＤに
達したこと（条件Ｂ）を通知条件として、走行状態情報ＤＩを送信する形態を例示してい
る。
【００５３】
　このように、機能／ステップ＃１０～＃１２では、対象車両８０が予め規定された要通
知速度ＴｈＶ以上で走行する状態で、条件Ａ又は条件Ｂを満足することを通知条件とする
形態を例示した。しかし、この形態に限定されることなく、対象車両８０が予め規定され
た要通知速度ＴｈＶ以上で走行する状態で、条件Ａ及び条件Ｂを満足することを通知条件
としてもよい。
【００５４】
　また、図４に示した形態では、機能／ステップ＃１０において対象車両８０の走行速度
Ｖが要通知速度ＴｈＶ未満であると判定された場合には、走行状態情報ＤＩが送信される
ことなく、機能／ステップ＃１からの一連の処理が繰り返される例を示した。しかし、要
通知速度ＴｈＶが、ゼロでない場合には、対象車両８０が低速であっても逆走状態で走行
している可能性がある。従って、機能／ステップ＃１０において対象車両８０の走行速度
Ｖが要通知速度ＴｈＶ未満であると判定された場合でも、前回の走行状態情報ＤＩの送信
からの経過時間ＰＴが予め規定された最大通知時間間隔に達したことを通知条件として、
走行状態情報ＤＩを送信するように構成されていると好適である。ここで、最大通知時間
間隔は、通知時間間隔ＴｈＰＴよりも大きい値に設定されていると好適である。
【００５５】
　尚、機能／ステップ＃１０において対象車両８０の走行速度Ｖが要通知速度ＴｈＶ未満
であると判定された場合には、例えば、ナビゲーションシステム５を構成するマイクロピ
ュータのタイマやカウンタなどによる経過時間ＰＴの計測を一時的に休止（保持）したり
、リセットしてもよい。同様に、例えばナビゲーションシステム５を構成するマイクロピ
ュータのカウンタや汎用レジスタや加算器などによる累積走行距離ＴＤの積算を一時的に
一時的に休止（保持）したり、リセットしてもよい。当然ながら、経過時間ＰＴの計測を
一時的に休止又はリセットする一方で累積走行距離ＴＤの積算を継続してもよいし、累積
走行距離ＴＤの積算を一時的に休止又はリセットする一方で経過時間ＰＴの計測を継続し
てもよい。
【００５６】
　また、図４のフローチャートに例示した“通知条件”は、当該フローチャートのように
全てが適用されなくてもよい。例えば、機能／ステップ＃９の通知条件と、機能／ステッ
プ＃１０～＃１２の通知条件との何れか一方だけが通知条件として適用されてもよい。ま
た、機能／ステップ＃７～＃８の通知条件は、機能／ステップ＃９の通知条件及び機能／
ステップ＃１０～＃１２の通知条件の一方又は双方と共に適用されてもよいし、適用され
なくてもよい。
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【００５７】
　以上説明したように、本発明によって、逆走状態の対象車両の走行状態を効果的に且つ
効率的に対象車両から通知対象に通知することができる交通情報通知システムを提供する
ことが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、道路に指定された進行方向に対して逆方向に走行する状態である逆走状態の
対象車両の走行状態を管理センタ及びこの対象車両の周辺に存在する周辺車両の少なくと
も一方である通知対象に通知する交通情報通知システムに適用することができる。
【符号の説明】
【００５９】
ΔＶ　　　：走行速度の増加量
２　　　　：通知システム（交通情報通知システム）
３　　　　：管理センタ
９　　　　：通知対象
１１　　　：車両位置特定部
２１　　　：走行情報取得部
２２　　　：道路情報取得部
２３　　　：逆走状態判定部
２５　　　：走行状態情報送信部
８０　　　：対象車両
９０　　　：周辺車両
Ｂ　　　　：境界
ＤＩ　　　：走行状態情報
Ｆ　　　　：高速道路施設
Ｈ　　　　：走行路
ＴｈＰＴ　：通知時間間隔
ＴｈＴＤ　：通知距離間隔
ＴｈＶ　　：要通知速度
ＴｈｄＶ　：予め規定された走行速度の増加量
Ｖ　　　　：走行速度
Ｙ　　　　：道路に指定された進行方向
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